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へき地・季節保育所の概要について 

平成２９年３月 

旭川市子ども・子育て審議会へき地・季節保育所検討部会 

へき地・季節保育所とは 

へき地保育所 

昭和３６年度に国庫補助の制度が設けられ，「へき地保
育所設置要綱」が制定された。 

季節保育所 

昭和３２年度に国庫補助の制度が設けられ，「季節保育
所設置要綱」が制定された。 

 

 

 

 

 

 

 

～ 交通条件及び自然的，経済的，文化的諸条件に恵まれない山間地，
開拓地，離島等のへき地における保育を要する児童に対し，必要な保護
を行い，もってこれらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする ～ 

－へき地保育所設置要綱より－ 

～ 農繁期等地方産業の繁忙期において，保護者の労働のため保育に欠
ける乳幼児に対し必要な保護を加えて心身ともに健やかに育成し，あわ
せてこれらの福祉増進に資することを目的 ～ 

－季節保育所設置要綱より－ 
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へき地保育所設置要綱 
 

第１ 目的 

 この制度は，交通条件及び自然的，経済的，文化的諸条件に恵まれない山
間地，開拓地，離島等のへき地における保育を要する児童に対し，必要な保
護を行い，もってこれらの児童の福祉の増進を図ることを目的とすること。 

 

第２ 定義 

 この要綱で「へき地保育所」とは，児童福祉法第39条に規定する保育所を
設置することが著しく困難であると認められる地域に設置される児童を保育
するための施設であって，都道府県知事（指定都市及び中核市の市長を含む。
以下同じ。）が第４及び第５の基準に適合すると認め指定したものをいう。 

 

第３ 入所の決定 

 へき地保育所への入所の決定は，市町村長がその地域内における保育を要
する幼児又は，特に必要があるときはその他の児童につき，行うものとする。 

 

 

 

 

第４ 設置基準 

1. 設置主体  市町村 

2. 設置場所 

 へき地保育所を設置する場所は，次のいずれかでなければならない。 

① へき地手当の支給の指定をうけているへき地学校の通学区域内にある
こと。 

② 特地勤務手当の支給の指定をうけている国又は地方公共団体の公官署
の４キロメートル以内にあること。 

③ へき地手当又は特地勤務手当の支給の指定を受けることとなる地域内
にあること。 

④ ①から③までのいずれかに準ずるものとして都道府県知事が認める地
域内にあること。 

 

第５ 設備及び運営の基準 

 へき地保育所の設備及び運営については，次に掲げる基準によるもののほ
か，児童福祉施設最低基準の精神を尊重して行うものとする。 

1. 入所児童の定員はおおむね30名程度とし，入所児童については幼児を
原則とし，特に必要があるときは，その他の児童をも入所させること
ができること。 
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2. 公民館，学校，集会所，共同作業所，婦人ホーム，寺院等の既設建物の一部
を用いてへき地保育所を設置する場合においては，その設備をへき地保育所
のために常時使用することができるものでなければならないこと。 

3. 保育室，便所及び屋外遊戯場（その附近にあるこれにかわるべき場を含
む。）その他必要な設備を設け，それらの規模は適正な保育ができるように
定めること｡ 

4. 必要な医療器具，医薬品，ほう帯材料等を備えるほか，必要に応じて楽器，
黒板，机，椅子，積木，絵本，砂場，すべり台，ぶらんこ等を備えること。 

5. 所定の資格を有する保母2人を置くこと。ただし，所定の資格を有する者が
いない等やむを得ない事情があるときは，うち1人に限り児童の保育に熱意
を有し，かつ，心身ともに健全な者をもってこれに代えることができること。 

6. 保育時間，保育の内容，保護者との連絡方法等については入所児童が健やか
に育成されるようその地方の実情に応じて定めること。 

 

第６ 設置費に対する補助 

 国は，予算の範囲内において，別に定める交付基準により都道府県並びに指定都
市及び中核市に対して補助するものであること。 

季節保育所設置要綱 
 

第１ 目的 

 農繁期等地方産業の繁忙期において，保護者の労働のため保育に欠ける乳幼
児に対し必要な保護を加えて心身ともに健やかに育成し，あわせてこれらの福
祉増進に資することを目的とする。 

 

第２ 設置基準 

1. 季節保育所の設置主体は，市町村とする。 

2. 開設期間は，原則として1か所につき20日間とすること。 

3. 入所児童については，乳幼児を原則とするが，必要がある場合はその他
の児童をも入所させることができること。 

4. 入所児童は，1か所につき，30名以上とする。 

5. 入所の措置は，市町村が行うこと。 

6. 設備及び運営については，児童福祉施設最低基準の精神を尊重すること。 

7. 入所児童の保育に従事する者は，原則として保母の資格を有する者でな
ければならないこと。ただし，やむを得ない場合は，代用保母の認定を
受ける資格を有する者及び保母試験の受験資格を有する者又はこれらに
準ずる者であって児童の保育に適するものをもって充てること。 
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第３ 国庫補助の要件 

1. 季節保育所に要する費用は市町村が支弁するが，都道府県は市町村の支
弁した費用の3分の2以内の金額を補助すること。ただし，都道府県は，
指定都市及び中核市に対しては補助しないものであること。 

2. 国は，予算の範囲内において都道府県が補助した金額の2分の1以内並
びに指定都市及び中核市の支弁した金額の3分の1以内の金額を，それ
ぞれ都道府県並びに指定都市及び中核市に対し補助するものであること。 

3. 国の補助する費用算定の基準額は，別に定めること。 

 

第４ 国庫補助金申請交付等の手続 

   国庫補助金申請等の手続は，別に定めること。 

根      拠 ： 旭川市へき地保育所及び季節保育所条例（昭和４６年制定） 

施  設  数 ： １５施設（うち，５施設休所（H28.4.1現在）） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設期間 ： ４月から１２月まで（１月から３月まで休所） 

開所時間 ： ８時から１７時３０分 

保  育  料 ： 生活保護世帯等  ０円，それ以外の世帯  ８，２００円 

    （同時入所の２人目以降や年収３６０万以下の世帯の２子目以降など半額） 

 

 

名称 位置 備考
日の出倉沼へき地保育所 旭川市東旭川町日ノ出
豊田へき地保育所 旭川市東旭川町豊田 休所中
桜岡へき地保育所 旭川市東旭川町東桜岡
米原へき地保育所 旭川市東旭川町米原 休所中
江丹別へき地保育所 旭川市江丹別町中央
豊里へき地保育所 旭川市神居町豊里 休所中
神居古潭季節保育所 旭川市神居町神居古潭 休所中
雨紛季節保育所 旭川市神居町雨紛
さくら季節保育所 旭川市永山町16丁目
あすか季節保育所 旭川市永山町11丁目
旭正季節保育所 旭川市東旭川町旭正
嵐山季節保育所 旭川市江丹別町嵐山
東鷹栖第２季節保育所 旭川市東鷹栖4線18号
東鷹栖第４季節保育所 旭川市東鷹栖9線15号 休所中
千代ヶ岡季節保育所 旭川市西神楽3線24号

旭川市のへき地・季節保育所 
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へき地・季節保育所利用状況の推移（過去３０年） 

へき地・季節保育所の利用児童数（過去１０年） 

へ
き
地
保
育
所 

施設名 住所 開所年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

日の出倉沼 東旭川町日の出 S39 10 9 4 10 10 9 12 4 6 3 

豊田(休所) 東旭川町豊田 S40 7 7 9 9 3 4 6 7 0 0 

桜岡 東旭川町東桜岡 S40 6 12 16 10 16 14 15 9 12 7 

米原(休所) 東旭川町米原 S41 4 6 3 3 2 3 3 0 0 0 

江丹別 江丹別町中央 S39 5 5 2 0 0 4 4 4 3 5 

豊里(休所) 神居町豊里 S40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6か所(休所3か所)     32 39 34 32 31 34 40 24 21 15 

季
節
保
育
所 

神居古潭(休所) 神居町神居古潭 S38 6 5 3 3 2 3 3 3 3 0 

雨紛 神居町雨紛 S40 15 15 12 13 15 12 7 10 6 6 

さくら 永山町16丁目 S32 6 5 8 8 7 8 6 6 9 6 

あすか 永山町11丁目 H14 43 34 39 24 19 13 15 17 21 21 

旭正 東旭川町旭正 S30 13 12 10 12 14 16 12 6 9 12 

嵐山 江丹別町嵐山 S39 14 13 8 6 7 3 4 5 2 5 

東鷹栖第２ 東鷹栖4線18号 S44 16 11 13 14 10 11 13 14 10 6 

東鷹栖第４(休所) 東鷹栖9線15号 S31 6 6 4 2 4 6 6 5 5 0 

千代ヶ岡 西神楽3線24号 S53 8 13 11 13 16 13 9 6 6 5 

9か所(休所2か所)     127 114 108 95 94 85 75 72 71 61 

合計 15か所 - - 159 153 142 127 125 119 115 96 92 76 
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へき地・季節保育所の保育料 

世帯の階層区分 
 金額（月額） 

階層区分 定義 

Ａ 生活保護世帯等 ０円 

Ｂ 上記以外の世帯 8,200円 

※１ 同一世帯に２人以上の入所児童がいる場合は，年齢の最も高い児童を第１子目と
し，第２子目以降の入所児童に適用する保育料は４，１００円 

※２ ※１のほか，所得により第２子の保育料を減額する場合あり 

（参考）認可保育所の保育料（２号認定・標準時間） 

世帯の階層区分 
金額（月額） 

階層区分 定義 

Ａ 生活保護世帯等 円 

Ｂ 市町村民税の非課税世帯 1,800円 

Ｃ１ 

市町村民税 
の所得割額 

48,600円未満 6,600円 

Ｃ２ 48,600円以上53,000円未満 9,500円 

Ｃ３－１ 53,000円以上57,700円未満 13,000円 

Ｃ３－２ 69,000円以上77,101円未満 17,000円 

（中略） 

Ｃ１１ 254,000円以上360,000円未満 39,600円 

Ｃ１２ 360,000円以上415,000円未満 40,800円 

Ｃ１３ 415,000円以上 42,100円 

※１ 同一世帯に２人以上の入所児童がいる場合は，年齢の最も高い児童を第１子目と
し，第２子目以降の入所児童に適用する保育料は４分の１ 

※２ ※１のほか，所得により第２子の保育料を減額する場合あり 
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認可保育所の保育料との比較 
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市民税所得割額 

へき地・季節保育所 

認可保育所（２号） 

  生保 非課税  均等割 

・ 生活保護受給世帯は，いずれも０円である。 

・ 市民税の非課税世帯は，へき地・季節保育所は８，２００円，認可保育所は０円と
なり，へき地・季節保育所の保育料が上回る。 

・ 市民税額が４８，６００円未満の世帯は，へき地・季節保育所は８，２００円，認
可保育所は６，６００円となり，へき地・季節保育所の保育料が上回る。 

・  ４８，６００円以上の世帯は，認可保育所の保育料が市民税額に合わせて上昇し
ていく。 

へき地・季節保育所の状況 

日の出倉沼へき地保育所 

豊田へき地保育所 

米原へき地保育所 

嵐山季節保育所 

桜岡へき地保育所 

江丹別へき地保育所 

神居古潭季節保育所 
雨紛季節保育所 旭正季節保育所 

千代ヶ岡季節保育所 

さくら季節保育所 

あすか季節保育所 

東鷹栖第２季節保育所 

豊里へき地保育所 

東鷹栖第４季節保育所 

旭川駅 
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１ 日の出倉沼へき地保育所（旭川市東旭川町日ノ出） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年   昭和３９年（現在の施設の建設年  平成１１年） 

（４）延床面積  １２６．７６㎡（敷地面積  ５９６．８７㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 日の出倉沼地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 102 103 102 106 336 332 335 334 331 329 329 318

人口 273 268 262 261 781 759 749 727 704 692 672 640

男 139 134 128 129 375 362 360 343 332 336 321 300

女 134 134 134 132 406 397 389 384 372 356 351 340

５歳以下 4 3 2 2 16 13 16 14 12 13 9 11

６～１４歳 13 12 11 7 25 32 30 29 23 23 24 20

１５～６４歳 143 138 126 130 418 404 389 367 357 338 318 292

６５歳以上 113 115 123 122 322 310 314 317 312 318 321 317

※ここで地区の人口の数え方が変わったと思われる

0
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20

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

日の出倉沼地区の５歳以下

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

10 9 4 10 10 9 12 4 6 3

２ 豊田へき地保育所（旭川市東旭川町豊田） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和４０年（現在の施設の建設年  昭和４４年） 

（４）延床面積  １４８．８４㎡（敷地面積 ７９３．７３㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

7 7 9 9 3 4 6 7 0 0

豊田地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 115 114 113 109 116 118 111 113 106 109 111 107

人口 316 310 290 263 251 248 236 229 215 219 218 203

男 152 150 141 127 119 119 111 109 103 105 102 93

女 164 160 149 136 132 129 125 120 112 114 116 110

５歳以下 3 6 5 4 2 2 3 4 2 3 5 1

６～１４歳 15 15 13 5 4 4 3 4 5 5 5 3

１５～６４歳 173 164 145 134 129 128 120 112 102 107 103 96

６５歳以上 125 125 127 120 116 114 110 109 106 104 105 103

0
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Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

豊田地区の５歳以下
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３ 桜岡へき地保育所（旭川市東旭川町東桜岡） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和４０年  （現在の施設の建設年  平成８年） 

（４）延床面積  １４０．１３㎡  （敷地面積  ４９９．４９㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

6 12 16 10 16 14 15 9 12 7

桜岡地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 154 155 156 157 163 159 166 170 169 168 174 171

人口 392 378 373 371 382 367 377 386 378 363 371 369

男 186 183 179 177 187 178 183 187 182 175 179 183

女 206 195 194 194 195 189 194 199 196 188 192 186

５歳以下 8 7 7 12 20 18 17 15 17 15 14 16

６～１４歳 27 20 18 21 18 18 20 17 19 19 24 25

１５～６４歳 221 219 212 200 209 199 203 219 211 197 195 187

６５歳以上 136 132 136 138 135 132 137 135 131 132 138 141

0
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Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

桜岡地区の５歳以下

４ 米原へき地保育所（旭川市東旭川町米原） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和４１年  （現在の施設の建設年  昭和５９年） 

（４）延床面積  １１９．８８㎡  （５８８．３１㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

4 6 3 3 2 3 3 0 0 0

米原瑞穂地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 219 220 224 222 232 235 225 220 214 206 205 198

人口 531 514 496 487 488 477 456 441 413 393 392 372

男 258 248 240 238 236 227 218 210 198 195 195 184

女 273 266 256 249 252 250 238 231 215 198 197 188

５歳以下 13 11 6 8 10 12 6 9 4 3 5 4

６～１４歳 25 27 27 26 30 27 27 22 21 20 19 15

１５～６４歳 286 277 264 261 253 242 236 219 200 195 187 173

６５歳以上 207 199 199 192 195 196 187 191 188 175 181 180
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20

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

米原瑞穂地区の５歳以下
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５ 江丹別へき地保育所（旭川市東旭川町米原） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和３９年  （現在の施設の建設年  平成１３年） 

（４）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

5 5 2 0 0 4 4 4 3 5

江丹別地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 82 78 80 78 75 76 72 71 76 75 69 68

人口 211 194 196 180 172 170 164 158 166 157 147 145

男 105 96 94 90 85 86 85 81 85 81 77 76

女 106 98 102 90 87 84 79 77 81 76 70 69

５歳以下 4 6 6 6 4 3 5 4 7 6 5 5

６～１４歳 16 13 12 10 11 11 10 7 7 8 8 9

１５～６４歳 116 112 112 96 93 93 95 93 94 83 76 71

６５歳以上 75 63 66 68 65 63 54 54 58 60 58 60

0

5

10

15

20

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

江丹別地区の５歳以下

６ 豊里へき地保育所（旭川市神居町豊里） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和４０年  （現在の施設の建設年  平成元年） 

（４）延床面積  １１３．４０㎡  （敷地面積  ６６０．６４㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西神居地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 144 137 133 133 133 135 133 132 130 124 121 115

人口 357 335 328 313 305 298 288 283 269 254 244 240

男 169 158 156 149 145 142 142 142 132 125 121 122

女 188 177 172 164 160 156 146 141 137 129 123 118

５歳以下 12 8 7 7 4 4 4 5 4 4 5 8

６～１４歳 14 10 13 14 14 12 14 14 12 11 10 9

１５～６４歳 176 164 153 144 144 139 133 123 115 105 96 99

６５歳以上 155 153 155 148 143 143 137 141 138 134 133 124

0

5

10

15

20

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

西神居地区の５歳以下
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７ 神居古潭季節保育所（旭川市神居町神居古潭） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和３８年  （現在の施設の建設年  昭和５５年） 

（４）延床面積  １２６．３６㎡  （敷地面積  １，９８３．４１㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

6 5 3 3 2 3 3 3 3 0

西神居地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 144 137 133 133 133 135 133 132 130 124 121 115

人口 357 335 328 313 305 298 288 283 269 254 244 240

男 169 158 156 149 145 142 142 142 132 125 121 122

女 188 177 172 164 160 156 146 141 137 129 123 118

５歳以下 12 8 7 7 4 4 4 5 4 4 5 8

６～１４歳 14 10 13 14 14 12 14 14 12 11 10 9

１５～６４歳 176 164 153 144 144 139 133 123 115 105 96 99

６５歳以上 155 153 155 148 143 143 137 141 138 134 133 124

0

5

10

15

20

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

西神居地区の５歳以下

８ 雨紛季節保育所（旭川市神居町雨紛） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和４０年  （現在の施設の建設年  昭和４０年） 

（４）延床面積  ２０２．２３㎡  （敷地面積  ８８７．９８㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

15 15 12 13 15 12 7 10 6 6

神居雨紛地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 282 288 286 292 291  292  286  283  279  272  268  268

人口 704 689 678 683 666  643  620  604  585  577  563  543

男 360 347 341 339 327  317  311  299  292  291  283  274

女 344 342 337 344 339  326  309  305  293  286  280  269

５歳以下 15 14 19 22 19   16   18   23   16   14   17   11

６～１４歳 33 31 28 37 33   32   28   24   32   34   33   34

１５～６４歳 400 387 370 371 368  353  333  310  287  276  265  246

６５歳以上 256 257 261 253 246  242  241  247  250  253  248  252

0

5

10

15

20

25

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

神居雨紛地区の５歳以下
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９ さくら季節保育所（旭川市永山町１６丁目） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開  設  年  昭和３２年  （現在の施設の建設年  昭和５３年） 

（４）延床面積  １２７．３７㎡  （敷地面積  ５４２．１６㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

6 5 8 8 7 8 6 6 9 6

永山第二地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 4,510 4,631 4,674 4,735 4,765 4,785 4,781 4,801 4,814 4,885 4,911 4,970

人口 10,023 10,033 10,016 9,938 9,877 9,800 9,747 9,667 9,607 9,642 9,538 9,548

男 4,867 4,861 4,836 4,813 4,759 4,748 4,676 4,593 4,555 4,575 4,543 4,517

女 5,156 5,172 5,180 5,125 5,118 5,052 5,071 5,074 5,052 5,067 4,995 5,031

５歳以下 473 460 450 435 406 369 397 392 400 387 389 396

６～１４歳 815 799 772 751 758 741 735 730 714 698 665 642

１５～６４歳 6,519 6,468 6,395 6,286 6,200 6,110 5,997 5,877 5,750 5,710 5,589 5,498

６５歳以上 2,216 2,306 2,399 2,466 2,513 2,580 2,618 2,668 2,743 2,847 2,895 3,012

200
250
300
350
400
450
500

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

永山第二地区の５歳以下

１０ あすか季節保育所（旭川市永山町１６丁目） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  平成１４年  （現在の施設の建設年 平成１４年） 

（４）延床面積  １９９．５７㎡  （敷地面積  ２，０００．１４㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 
永山第二地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 4,510 4,631 4,674 4,735 4,765 4,785 4,781 4,801 4,814 4,885 4,911 4,970

人口 10,023 10,033 10,016 9,938 9,877 9,800 9,747 9,667 9,607 9,642 9,538 9,548

男 4,867 4,861 4,836 4,813 4,759 4,748 4,676 4,593 4,555 4,575 4,543 4,517

女 5,156 5,172 5,180 5,125 5,118 5,052 5,071 5,074 5,052 5,067 4,995 5,031

５歳以下 473 460 450 435 406 369 397 392 400 387 389 396

６～１４歳 815 799 772 751 758 741 735 730 714 698 665 642

１５～６４歳 6,519 6,468 6,395 6,286 6,200 6,110 5,997 5,877 5,750 5,710 5,589 5,498

６５歳以上 2,216 2,306 2,399 2,466 2,513 2,580 2,618 2,668 2,743 2,847 2,895 3,012

200
250
300
350
400
450
500

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

永山第二地区の５歳以下

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

43 34 39 24 19 13 15 17 21 21
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１１ 旭正季節保育所（旭川市東旭川町旭正） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和３０年  （現在の施設の建設年  昭和３９年） 

（４）延床面積  ２２１．９４㎡  （敷地面積  １，０３１．４０㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

13 12 10 12 14 16 12 6 9 12

旭正地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 425 435 434 431 436 438 439 431 440 429 417 414

人口 1084 1073 1043 1023 1011 988 962 937 924 888 859 843

男 522 521 504 491 488 474 465 450 440 423 402 395

女 562 552 539 532 523 514 497 487 484 465 457 448

５歳以下 25 27 23 16 21 21 16 17 19 17 16 18

６～１４歳 52 41 40 46 45 40 40 42 41 39 37 34

１５～６４歳 594 592 554 536 524 512 486 462 451 422 397 383

６５歳以上 413 413 426 425 421 415 420 416 413 410 409 408

0

5

10

15

20

25

30

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

旭正地区の５歳以下

１２ 嵐山季節保育所（旭川市江丹別町嵐山） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和３９年  （現在の施設の建設年  昭和５５年） 

（４）延床面積  １３６．６２㎡   （敷地面積  １，０７８．９４㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

14 13 8 6 7 3 4 5 2 5

嵐山地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 91 87 89 85 85 86 84 85 83 85 86 81

人口 224 214 208 193 188 189 189 186 176 176 166 161

男 106 102 101 91 90 89 90 87 82 83 79 75

女 118 112 107 102 98 100 99 99 94 93 87 86

５歳以下 3 4 3 2 2 4 5 2 3 3 0 0

６～１４歳 15 10 11 9 9 7 7 10 5 7 7 7

１５～６４歳 113 108 103 94 90 91 91 88 91 91 89 86

６５歳以上 93 92 91 88 87 87 86 86 77 75 70 68

0

5

10

15

20

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

嵐山地区の５歳以下
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１３ 東鷹栖第２季節保育所（旭川市東鷹栖４線１８号） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和４４年  （現在の施設の建設年  昭和４４年） 

（４）延床面積  ３９３．３７㎡  （敷地面積  ２，１６８．０６㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

16 11 13 14 10 11 13 14 10 6

東鷹栖東地区世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 406 409 407 411 420 444 440 439 440 450 454 462

人口 1096 1073 1036 1017 985 991 959 932 932 945 929 934

男 529 518 504 493 478 498 487 467 461 473 476 474

女 567 555 532 524 507 493 472 465 471 472 453 460

５歳以下 26 24 24 24 29 28 28 26 32 40 39 35

６～１４歳 48 40 44 40 35 30 34 33 36 34 33 32

１５～６４歳 630 610 565 550 528 538 513 494 486 477 453 447

６５歳以上 392 399 403 403 393 395 384 379 378 394 404 420

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

東鷹栖東地区の５歳以下

１４ 東鷹栖第４季節保育所（旭川市東鷹栖９線１５号） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和３１年  （現在の施設の建設年 昭和３７年） 

（４）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

6 6 4 2 4 6 6 5 5 0

東鷹栖西地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 133 135 136 138 134 130 130 127 125 126 125 124

人口 395 381 374 371 346 342 335 328 319 317 304 302

男 184 178 175 175 165 164 161 159 155 153 147 147

女 211 203 199 196 181 178 174 169 164 164 157 155

５歳以下 8 7 4 5 3 4 4 5 4 5 6 9

６～１４歳 24 22 20 18 16 12 11 9 7 8 8 9

１５～６４歳 227 215 207 198 190 189 185 173 171 163 151 145

６５歳以上 136 137 143 150 137 137 135 141 137 141 139 139

0

5

10

15

20

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

東鷹栖西地区の５歳以下
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１５ 千代ケ岡季節保育所（旭川市西神楽３線２４号） 

 （１）定員 ３０人 

（２）利用児童数 

   （過去１０年） 

（３）開設年  昭和５３年   （現在の施設の建設年  平成８年） 

（４）延床面積  １５１．４７㎡  （敷地面積  ３，２２３．９６㎡） 

（５）地域（市民委員会）の状況 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

8 13 11 13 16 13 9 6 6 5

千代ヶ岡地区の世帯数及び人口

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

世帯数 273 276 275 272 273 271 264 266 264 258 263 261

人口 678 664 643 620 617 606 583 559 549 523 517 503

男 334 326 316 300 298 293 285 273 268 254 249 244

女 344 338 327 320 319 313 298 286 281 269 268 259

５歳以下 17 16 12 13 15 17 17 14 14 10 12 8

６～１４歳 34 28 25 24 23 25 23 25 26 23 23 23

１５～６４歳 343 327 315 299 293 283 277 264 250 231 228 218

６５歳以上 284 293 291 284 286 281 266 256 259 259 254 254

0

5

10

15

20

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

西神楽千代ヶ岡地区の５歳以下

へき地・季節保育所の利用児童数（過去１０年）（再掲） 

へ
き
地
保
育
所 

施設名 住所 開所年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

日の出倉沼 東旭川町日の出 S39 10 9 4 10 10 9 12 4 6 3 

豊田(休所) 東旭川町豊田 S40 7 7 9 9 3 4 6 7 0 0 

桜岡 東旭川町東桜岡 S40 6 12 16 10 16 14 15 9 12 7 

米原(休所) 東旭川町米原 S41 4 6 3 3 2 3 3 0 0 0 

江丹別 江丹別町中央 S39 5 5 2 0 0 4 4 4 3 5 

豊里(休所) 神居町豊里 S40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6か所(休所3か所)     32 39 34 32 31 34 40 24 21 15 

季
節
保
育
所 

神居古潭(休所) 神居町神居古潭 S38 6 5 3 3 2 3 3 3 3 0 

雨紛 神居町雨紛 S40 15 15 12 13 15 12 7 10 6 6 

さくら 永山町16丁目 S32 6 5 8 8 7 8 6 6 9 6 

あすか 永山町11丁目 H14 43 34 39 24 19 13 15 17 21 21 

旭正 東旭川町旭正 S30 13 12 10 12 14 16 12 6 9 12 

嵐山 江丹別町嵐山 S39 14 13 8 6 7 3 4 5 2 5 

東鷹栖第２ 東鷹栖4線18号 S44 16 11 13 14 10 11 13 14 10 6 

東鷹栖第４(休所) 東鷹栖9線15号 S31 6 6 4 2 4 6 6 5 5 0 

千代ヶ岡 西神楽3線24号 S53 8 13 11 13 16 13 9 6 6 5 

9か所(休所2か所)     127 114 108 95 94 85 75 72 71 61 

合計 15か所 - - 159 153 142 127 125 119 115 96 92 76 
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  入園児童数 
保育所設置 

地域外 ※ 
割合 

日の出倉沼へき地保育所 ４人 ４人 １００．０％ 

桜岡へき地保育所 ７人 ３人 ４２．８％ 

江丹別へき地保育所 ５人 ０人 ０．０％ 

合 計 １６人 ７人 ４３．７％ 

  入園児童数 
保育所設置 

地域外 ※ 
割合 

雨紛季節保育所 ６人 ３人 ５０．０％ 

さくら季節保育所 ８人 ５人 ６２．５％ 

あすか季節保育所 ２０人 １５人 ７５．０％ 

旭正季節保育所 ９人 ３人 ３３．３％ 

嵐山季節保育所 ３人 ３人 １００．０％ 

東鷹栖第２季節保育所 ６人 ２人 ３３．３％ 

千代ヶ岡季節保育所 ６人 １人 １６．６％ 

合 計 ５７人 ３２人 ５６．１％ 

※保育所設置地域外・・・保育所が設置されている地区市民委員会の住所以外 

平成２８年１０月時点の入園児童の居住地域 

季節保育所 

へき地保育所 

利用状況等に関するアンケート結果について 

１ 調査対象者 

へき地・季節保育所に通園する児童の保護者
（兄弟で同時に通園している場合は児童１人に
つき調査票１枚を配布） 

 

２ 調査方法 

  各保育所長が保護者への配布及び回収を実施 

 

３ 調査実施期間 

  平成28年11月15日から同月25日まで 

 

４ 回収結果 

 ・ 配布数・・・・74 

 ・ 回収数・・・・70 

 ・ 回収率・・・・94.6%（70/74） 
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入所児童の居住地域 

※ 設問２ 

地域から 
 

55.7% 

地域外から 
 

44.3% 

現在の就労状況（父親） 

※ 設問３⑴ 

92.9% 

0.0% 

1.4% 

1.4% 

0.0% 

4.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイムで就労 

（育休等中を除く。） 

フルタイムで就労 

（育休等中に限る。） 

パート等で就労 

（育休等中を除く。） 

パート等で就労 

（育休等中に限る。） 

就労していない 

無回答 
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現在の就労状況（母親） 

※ 設問３⑵ 

フルタイムで就労 

（育休等中を除く。） 

フルタイムで就労 

（育休等中に限る。） 

パート等で就労 

（育休等中を除く。） 

パート等で就労 

（育休等中に限る。） 

就労していない 

無回答 

20.0% 

5.7% 

38.6% 

0.0% 

32.9% 

2.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保育の必要のない 

子ども 

就労状況（世帯） 

父フルタイム育

休等なし・母

パート育休等な

し 

34.3% 

父フルタイム育

休等なし・母就

労なし 

32.9% 

父母ともにフル

タイム（育休等

なし） 
 

20.0% 

その他 

12.9% 

保育の必要のない 

子ども 
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利用状況（利用日数・利用時間） 

※ 設問４ 

6日・7時間 

31.4% 

6日・8時間 

28.6% 

5日・8時間 

12.9% 

6日・9時間 

12.9% 

5日・7時間 

8.6% 

その他 

5.7% 

へき地・季節保育所を選んだ理由（２つまで選択） 

※ 設問５⑴ 

52.9% 

0.0% 

60.0% 

1.4% 

18.6% 

5.7% 

31.4% 

10.0% 

12.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．保育料等の負担が適当だったため 

２．保育所の開所時間が適当だったため 

３．自宅からの距離が近かったため 

４．職場からの距離が近かったため 

５．保育内容が良いため 

６．友人・知人が通っているため 

７．就学前に集団生活に慣れさせたいため 

８．認可保育所に入所できなかったため 

９．その他 

その他 内訳 

自然に囲まれていて環境がよい 

親や兄弟が通園 

先生が良い方 

地域の子と触れ合わせたい 

人数の少ない所に預けたい 

家で母親と遊ぶより楽しい 

地域 92.3% 

地域外 66.7% 
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へき地・季節保育所の満足度（参考） 

※ 設問５⑵ 

満足している 

41.4% 

やや満足してい

る 

32.9% 

やや満足して 

いない 

21.4% 

満足していない 

2.9% 
無回答 

1.4% 

保育施設全般の満足度については，(株)明治安
田生活福祉研究所が2014年3月に全国調査した
ところ，次のとおりとなっている。 

満足して
いる 

まあ満足
している 

どちらと
もいえな
い 

あまり満
足してい
ない 

満足して
いない 

25.9% 54.5% 16.2 2.4% 1.0% 

N=1,121 
74.3% 

24.3% 

満足又はやや満足している理由（２つまで選択） 

※ 設問５⑶－１ 

57.7% 

0.0% 

46.2% 

46.2% 

9.6% 

34.6% 

0.0% 

0.0% 

5.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他 内訳 

地域住民との交流が多い 

人数が少ない分臨機応変に対応
してくれる 

毎日通わなくてもよいと言われ
た 

保育料等の負担が適切 

開所時間が適切 

通いやすい（立地） 

保育内容・職員の質 

友人・知人が通っている 

集団生活がうまくいっている 

施設(建物遊具)がよい 

給食がない 

その他 

地域外 69.6% 

地域 79.3% 
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満足していない又はやや満足していない理由（２つまで選択） 

※ 設問５⑶－２ 

0.0% 

22.2% 
94.4% 

16.7% 

22.2% 

0.0% 

22.2% 

16.7% 

0.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保育料等の負担が大きい 

開所時間が短い 

閉所期間がある 

保育内容・職員の質 

利用児童が少ない 

集団生活がうまくいかない 

施設(建物遊具)が老朽化 

給食がない 

その他 

改善してほしい点 

※ 設問５⑷ 

4.3% 

8.6% 

85.7% 

8.6% 

34.3% 

14.3% 

0.0% 

18.6% 

0.0% 

4.3% 

2.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保育料の減額 

開所時間の延長 

開所期間の延長 

保育内容・職員の質 

児童の増加・安定確保 

配食回数の増加 

配食回数の減少 

施設(建物・遊具)の更新 

その他 

特になし 

無回答 
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閉所期間の対応 

設問６⑴ 

5.7% 

0.0% 

2.9% 

72.9% 

18.6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域 82.0% 

地域外 61.3% 

通年制保育園を利用（利
用予定）である 

幼稚園又は認定こども園
を利用（利用予定）であ
る 

私立認可外保育施設を利
用（利用予定）である 

自宅で保育している 

その他 

その他 内訳 

一時保育と自宅の併用 

事業所内保育所を利用（予定） 

一時保育利用（予定） 

一時預かりを利用。認可を申し込んでい
るが入所できず 

祖父母に預けている 

児童センターの利用 

調査審議していただく内容について 

１ 保育料の見直し 

  現在，一部を除き定額（8,200円）とされている保
育料について，その見直しを検討する。 

   

２ 統廃合の方針 

  現在，１５か所（うち５か所休所）の施設の統廃合
を検討するに当たり，その方針を定める。 

 


